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伊佐市農業委員会第１０回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２７年１月２０日（火）午前９時００分から１０時１５分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （１８人） 

     会  長       ２１番委員  

    会長職務代理者     ２０番委員 

    委  員    １番委員    ２番委員   ３番委員   ４番委員 

           ５番委員     ６番委員   ８番委員  １０番委員 

１２番委員   １３番委員  １４番委員  １５番委員   

１６番委員   １７番委員  １８番委員  １９番委員 

   

    

４．欠席委員  （２人） 

    欠席者      ９番委員   １１番委員 

 

５．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名  （２番委員）（３番委員） 

 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

         事務局長   農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前９時００分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２６年度第１０回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は、９番委員、１１番委員から体調が悪い為欠席届が出されてお

ります。 

本日の出席人員は１８人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

２番委員と３番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について報告を求めます。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定よる通知について、報告第

２号、農業生産施設届報告について、報告第３号、農地利用目的変更届

についてお願いします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、

ご報告いたします。 

資料の１～９ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が２７件、農地法第

３条の解約が３件ありました。 

以上、ご報告いたします。 

 

報告第２号 農業生産施設届、農地法施行規則第３２条第１号、農地

の転用の制限の例外に基づく農業用施設の届出につきまして去る１月

１６日事務局で現地調査を行いましたのでご報告いたします。 

説明番号１番の申請者は、伊佐市大口宮人社会福祉法人ＤＫ理事長Ｏ

Ｚさんであります。 

申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫の畑で、地積は３，２９７㎡の内、

農業用作業施設１９７㎡であります。 

ＯＫは障害者の自立支援を目的とした社会福祉法人であり今回の申

請により梅園の一角に自立訓練の為の入所者用作業施設を建築しよう

とするものです。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

次に説明番号２番の申請者は伊佐市大口山野、自治会尾ノ上に居住さ

れておりますＮＭさん、７６歳であります。 

申請地は、伊佐市大口山野字上井手の田で、地積は２，０００㎡の内、

牛舎１９９㎡であり、Ｎさんは水田８４，６１４㎡、畑１５，８５９㎡、

計１００，４７３㎡耕作、生産牛１３頭を飼育しております。 

今回生産牛の増頭に伴い現在の牛舎が手狭になるため新たに牛舎１

棟を建築しようとするものです。 

両案件とも今回申請は面積が２００㎡以下ですが、今後２００㎡超え

る増築を伴う場合は事前に転用許可申請するように指導及び本人確認

はしてあります。 

調査の結果、この両案件につきましては適切な届出であると思われま

すことをご報告いたします。 

 

報告第３号 農地利用目的変更届につきまして去る１月１６日に事

務局で現地調査を行いましたのでご報告いたします。 

整理番号１番の申請者は鹿児島市谷山中央２丁目に居住されており

ますＭＭさん６０歳であります。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字坂下の田で、地積は７４０㎡であります。 

場所は羽月保育園北側に位置し現況は田として管理してあります。 

当該農地は国道から２ｍ程低く天水田及び日照条件も悪く農作物も

育ちにくく収穫量も見込めない事等により今回川内川河川改修に伴い

捨土を利用し埋め立てを行い畑として野菜及び飼料等を耕作したいと

のことでした。 

今後田としての管理は難しく遊休農地対策及び農地の有効利用とし

ても許可相当であると思われます。 

尚、現在この田は所有者の兄であり伊佐市堂崎在住のＭＫさんが小作

人となっているため本届出は所有者及び小作人の共同届出になってい

る事を申し添えます。 

以上のような理由により、本届出は適切であると思われますことを報

告いたします。 

 

報告第が終わりました、委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議案第 1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、経営基盤強化促進法農地利用集積計画に係る意見決定の

うち所有権移転分について説明いたします。 

１０ページをお開きください。 

整理番号１番につきまして、譲渡人は、伊佐市大口田代にお住まいの

ＡＥ氏です。 

譲受人は、伊佐市大口宮人にお住まいのＮＥ氏で、年齢は５６歳、自

治会は大住で、経営面積は９３,７２３㎡です。 

土地の所在地は、大口田代字四ツ枝の２筆で、ともに地目は畑で、面

積は、それぞれ１,９１６㎡と１,５７６㎡の合計３,４９２㎡です。 

あっせん委員といたしまして、２１番委員、５番委員にお願いいたし

ました。 

続きまして、利用権設定につきまして説明いたします。 

２４－１ページの総括表をお開きください。 

期間は１年から１０年で、面積は、田、１０９,２３４㎡、畑、３０,

３１８㎡の合計１３９,５５２㎡です。 

利用権の設定をする者の数４６人、設定を受ける者の数２４人です。 

 土地の明細につきましては、１１ページから２４ページの整理番号１

番から４７番のとおりです。 

皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る１月１０日に現地調査を行いましたので、

５番が報告いたします。 

譲受人ＨＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東で、

年齢は５８歳であります。 

譲渡人ＨＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東で、

年齢は７８歳であり受人とは親子関係であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字山渡瀬他３筆で、地目は畑、地籍は合計

４，９５２㎡で、所有権移転は親からの贈与であります。 

受人の経営面積は５７７㎡でありますが親からの贈与分を合わせる

と５，５２９㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は５分から１０分位であります。 

経営意欲もあり、農機具はトラクター等を所有していますが、必要な

農機具は順次取り揃えて行くとの事です。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、５番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号２番について、去る１月１５日に現地調査を行ないまし

たので８番が報告をいたします。 

申請人で受人のＩＭさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は

西原、年齢は６０歳です。 

渡人ＩＡさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は西原、年齢

は８６歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字平田、地目は田、地積は ３，０２７㎡

で、親子の所有権移転贈与あります。 

受け人の経営面積は ３２，５６２㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は約６００ｍ位に位置しています。 

現況は良く管理された農地で、経営意欲はあり、農機具等は完備され

ております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、８番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２０番委員。 
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２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

６ 番 委 員 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る１５日に行政書士ＴＲさん立会のもと現地

調査を行いましたので、２０番が報告いたします。 

申請人ＹＡさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は郡山で、年

齢は４７歳であります。 

渡人ＹＥさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は郡山で、年齢

は８５歳であります。 

申請地は、伊佐市大口大田字若宮後、地目は畑、地籍は１，００７㎡

で、親から子への所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１１，９４８㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離も自宅より５００ｍ位の所で、現況は

良く管理された畑であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、委任状、字図等が添付されており

ます。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番、５番については関連がありますので一括して、担当委

員の調査報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番、５番については、去る１月１５日現地調査いたしました
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

ので、２案件とも受人が同一でありますので一括して６番が報告いたし

ます。 

整理番号４番の譲渡人ＯＭさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自

治会は小木原東上中、年齢は９６歳であります。 

申請地は、大口小木原字永山、地目は畑、地籍は２７１㎡と大口小木

原字新床原、地目は田、地籍は２２２㎡で、２筆合計４９３㎡であり良

く管理された農地であります、 

整理番号５番の譲渡人ＯＴさんはＯＭさんと夫婦であります、伊佐市

大口小木原に居住され、自治会は小木原東上中、年齢は９２歳でありま

す。 

申請地は、大口小木原字下松、地目は田、地籍は４０４㎡で良く管理

された農地であり、子供への所有権移転贈与であります。 

譲受人ＯＹさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自治会は小木原東

上中、年齢は６２歳であります。 

受人の経営面積は７，２１３㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、現況は３筆とも良く管理された農地でありま

す。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番、５番について、６番委員の調査報告のとおり、許可す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番、５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員。 
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号６番について、去る１月１５日に申請人ＨＦさん、立会のもと、

現地調査を行いましたので、３番が報告いたします。 

申請人ＨＦさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、自治会は鉱業所で、

年齢は７６歳であります。 

譲渡人ＫＳさんは、鹿児島市薬師２丁目にお住まいであります。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字湯ノ元、地目は田で、面積は３０６３㎡

であり、譲渡人の農業廃止と受人の規模拡大で、所有権移転売買であり

ます。 

所在地は、牛尾の市営住宅から東側約５００ｍ位に位置し四方水田に

囲まれた所で、通作距離も自宅から２キロ位の所に位置しています。 

受人の経営面積は２１６，４９５㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、経営意欲はあり、農機具等は所有されておりま

す。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号６番について、３番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る１月１５日現地調査いたしましたので、１

６番が報告いたします。 

申請人ＩＳさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は辺母木、年
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

齢は６６歳です。 

渡人、ＭＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東、年

齢は９８歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字上前田の２筆で、地目は田、地籍は２筆

で５５０㎡、所有権移転売買となっております。 

受人の経営面積は１４，９２２㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅の前であり、良く管理された水

田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、１６番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号８番について、去る１月１５日に現地調査を行いましたので１

２番が報告いたします。 

受人で申請人ＹＨさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、自治会は本町、

年齢は４９歳です。 

渡人のＯＴさんは、霧島市隼人町嘉例川に居住され、年齢は８６歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字ウツキ田、地目は田、地籍は１，４９８

㎡で、所有権移転売買であります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け人の経営面積は２，５８２㎡で有りますが１２月の総会で３，０

４６㎡を親子で利用権設定をされていますので、合計５，６２８㎡で取

得可能面積であります。 

農業従事者は３名で、通作距離は、自宅より３００ｍ位置し、現況は

良く管理された水田であります。 

経営意欲もあり、農機具等は全て完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号８番について、１２番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号９番について、去る１月１１日に現地調査を行いましたので、

１０番が報告いたします。 

譲受人ＳＹさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留西で、

年齢は５０歳であります。 

譲渡人ＭＭさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、自治会は富士で、年

齢は８０歳であります。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字不樋掛他１筆、地目は田、地籍は２，３

２０㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は９５，７９３㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は４名で、経営意欲もあり、農機具等も完備されておりま
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

した。 

申請地の所在地は、崎山自治会前の田んぼで、良く管理された水田で

あり通作距離は自宅から約５キロ位であります。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号９番について、１０番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数９件について、９件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号１番について、去る１月１５日に、申請者ＴＴ

さん、事業者Ｅ立会のもと、１４番委員・私１５番委員の２名で共同調

査をいたしましたので、私１５番委員が報告いたします。 

申請人、ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈南浦字柴江、地目は畑、面積１，７７

５㎡であります。 

申請地の所在地の位置は、本城永池線、九州電力変電所南西約５００
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｍ位の所で、申請地は現在何も作付されていない状況で、北側は道路、

南側は山林、東側は雑種地、西側は雑種地であります。 

除外目的は、太陽光発電施設の設置申請予定です。 

除外変更による周囲の農地並び担い手の利用集積にも影響は無いも

のと思われます。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、

その他必要書類がすべてそろっています。 

当申請は、２名で協議した結果、除外にかかわる要件をすべて満たし

ていると判断いたし、除外はやむをえないと思いましたが、委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号２番について、去る１月１５日に、申請者ＭＩ

さん立会のもと、１２番委員・私１番委員の２名で共同調査をいたしま

したので、私１番委員が報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈重留にお住まいのＭＩさん、年齢６４歳であり

ます。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字津栗野、地目は畑、面積１，７８６㎡で

あり、田中小学校から東南へ８００ｍ位に位置しています。 

  現況は畑でありますが、猪、鹿等の被害であり耕作が難しいとの事

でした。 

東側は田、南も田、西は山林、北は山林です。  

除外変更による農地の集団性、周囲の農地並び担い手の利用集積にも
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響は無いものと思われます。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、

その他必要書類がすべてそろっています。 

当申請は、２名で協議した結果、除外にかかわる要件をすべて満たし

ていると判断いたし、除外はやむをえないと思いましたが、委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号３番について、去る１月１５日に、会長、１６

番委員・私５番委員の３名で共同調査をいたしましたので、私５番が報

告いたします。 

申請人、ＨＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東、

年齢は７８歳であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字下荒田の２筆で、地目は田、地積２，０

１８㎡であります。 

申請地の所在地は、辺母木集落のいちばん北の山間地に位置しており

ます。 

除外の目的については、高齢及び山間のほ場のため、耕作が困難であ

るので、今後は山林として維持管理を行って行きたいとの事でありま

す。 

除外変更による周囲の農地並び担い手の利用集積にも影響は無いも

のと思われます。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他必要書類がすべてそろっています。 

当申請は、３名で協議した結果、除外にかかわる要件をすべて満たし

ていると判断いたし、除外はやむをえないと思いましたが、委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号４番について、去る１月１５日に、会長、１６

番委員・私５番委員の３名で共同調査をいたしましたので、私５番が報

告いたします。 

申請人、ＩＫさんは、伊佐市大口川岩瀬に居住され、自治会は川岩瀬、

年齢は８７歳であります。 

申請地は、伊佐市大口川岩瀬字橋口、地目は田、地積１１８㎡であり

ます。 

申請地の所在地は、川岩瀬の自治会館から西の方へ５０ｍ行った左側

の道路沿いにあり、周囲の状況は、北側が道路、南と西側が用水路を挟

んで田、東側が畑であります 

除外の目的については、高齢及び山間のほ場のため、耕作が困難であ

るので、今後は山林として維持管理を行って行きたいとの事でありま

す。 

除外変更による周囲の農地並び担い手の利用集積にも影響は無いも

のと思われます。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、

その他必要書類がすべてそろっています。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当申請は、３名で協議した結果、除外にかかわる要件をすべて満たし

ていると判断いたし、除外はやむをえないと思いましたが、委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号５番について、去る１月１５日に、申請者ＨＥ

さん立会のもと、１番委員・私１２番委員の２名で共同調査をいたしま

したので、私１２番委員が報告いたします。 

申請人、ＨＥさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され年齢は７８歳で、自

治会は比良であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田他１筆で、地目は田、地積は合計１，

６３８㎡であります。 

申請地の所在地の位置は、比良公民館より西に１００ｍ位の所で、西、

東側は宅地、北側は市道、南側は田であります。 

申請地は水稲を作付していたが高齢化のため耕作出来なくなりまし

たので、除外して太陽光発電施設の設置申請予定です。 

除外変更による周囲の農地並び担い手の利用集積にも影響は無いも

のと思われます。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、

その他必要書類がすべてそろっています。 

当申請は、２名で協議した結果、除外にかかわる要件をすべて満たし

ていると判断いたし、除外はやむをえないと思いましたが、委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定について、申請件数５件について、意見の決定５件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更申出

の意見決定について、整理番号１番について、担当委員の報告を求め

ます。 

１６番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更申出

の意見決定について、整理番号１番について、去る１月１５日に、申請

人の代理人行政書士Ｋさん立会のもと、５番委員・会長、１６番委員で

共同調査をいたしましたので、１６番が報告いたします。 

申請者は、伊佐市大口宮人、社会福祉法人ＤＫであります。 

申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫、地目は畑、地積３，２９７㎡の

一部１９７㎡を用途区分変更で農業用生産加工施設建設を目的とする

ものであります。 

梅園の一角に生産物加工施設建設することで、施設入所者の就労の場

として生活支援に役立てて行きたいとの事です。 

周囲の状況ですが、申請地の北は山林、東は市道、西、南は梅林であ

り生活排水も合併浄化槽を設置し道路側溝に流すことで問題は無いと

思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事

業計画書、資金証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、委
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任状等が提出されております。 

当申請は、３名で協議した結果、変更はやむをえないと思いましたが、

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更申出

の意見決定について、整理番号２番について、去る１月１５日に、申請

人のＮＭさんと息子さん立会のもと、６番委員・２０番委員、私２番委

員で共同調査をいたしましたので、２番が報告いたします。 

申請人ＮＭさんは、伊佐市大口山野に居住され年齢は７６歳、自治会

は尾上であります。 

用途区分変更目的は、農業用施設を建築するものです。 

申請地は、伊佐市大口山野字上井手、地目は田、地積２，０００㎡で

す。 

申請地は、申請人牛舎の横に位置しており、東は農道、西は牛舎、南

は田、北は農道を挟み自宅となっております。 

変更目的としましては、経営規模拡大で牛の増頭にともない、２，０

００㎡の内１９９㎡に畜舎を増設したい要望であります。 

周囲の農地の用水，排水路は確保してあります。 

申請地は農用地の外周部に位置しており用途区分変更することで、周

囲の農地におよぼす影響は無いと思われます。 

土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事業計画書、資金証

明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書等が提出されておりま

す。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当申請は、３名で協議した結果、変更はやむをえないと思いましたが、

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更申出

の意見決定について、申請件数２件について、意見の決定２件が決定

しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について去る１月１５

日に、申請人ＴＭさんの代理人Ｔ行政書士立会のもと、３番委員、１９

番委員、私４番委員で共同調査を行いましたので、４番が報告いたしま

す。 

申請人ＴＭさんは、伊佐市大口金波田に居住され年齢は７１歳、自治

会は金波田上であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口金波田字前村、地目は畑、地積は９５

１㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

転用目的は、太陽光発電施設であります。 

申請地の所在地は、羽月松栄ストアーより東に５００ｍ位の所に位置
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２０番委員 

 

し現況は畑であります。 

東側に道路がありますが、周囲は宅地になっております。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２１０枚、パネル設置総面

積は９５１㎡、太陽光発電量は約４４ｋｗを予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、融資

証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定書、工事費負

担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図、委任

状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数１件については、意見の決

定並びに許可及び諮問１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号１番について、去る１月１５



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

日にＫＲさん立会いのもと、２番委員、６番委員，私２０番委員で現

地調査いたしましたので、２０番が報告いたします。 

受人ＫＴさんは、伊佐市菱刈花北に居住され、年齢は３５歳で、自治

会は花北であります。 

譲渡人ＫＲさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は６５歳で、自

治会は高柳であります。渡し人と受人は親子であります。 

本申請は使用賃借権設定で、転用目的は親が土木業と農業をしている

為農業を息子に譲る為農家住宅を建設するものであります。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下、地目は田、面積は８９０㎡で

あります。 

申請地の所在地は、ＭＧパチンコ店の南へ１０ｍ位の所で、南、東側

田、北、西側道路で周囲に設置する事になっています。 

用途区分は第１種農地集団性のある農地で、１０ha以上の集団性のあ

る農地としても、隣接住宅があり集落接続施設として問題ないと思いま

した。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事

業計画書、資金証明書、土地改良区の意見書、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

２０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

２０番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番につきまして、去る１月

１５日に申請人の代理人で行政書士のＴＳさん立会いのもと、私８番

と１３番委員で、現地調査いたしましたので報告いたします。 

申請人で借り受け人は、有限会社ＨＫで住所は、伊佐市大口山野であ

ります。 

貸し渡し人は、伊佐市大口山野にお住まいのＨＨさん、年齢は５２歳

で、自治会は石井であります。 

申請地は、伊佐市大口山野字平川、地目は田、面積は１，５８６㎡で

あります。 

本申請は、無償の使用賃借権設定により、１２０㎡と７２㎡の倉庫２

棟と資材置き場ならびに駐車場を自己資金により建築されるものであ

ります。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、申請人の住宅の前に位置し、東側は申請人の住宅、

南側は山林、西側は一般住宅、北側は道路となっており周囲にあたえる

影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事

業計画書、会社の定款、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、委

任除等が提出されております。 

調査の結果この申請について２名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

８番委員。 
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号３番につきまして、去る１月

１５日に申請人の代理人で行政書士のＫさん立会いのもと、私８番と

１３番委員で、現地調査いたしましたので報告いたします。 

申請人で譲り受け人は、伊佐市大口上町にお住まいのＯＫさん、年齢

は４０歳であります。 

譲り渡し人は、鹿児島県出水市向江町号にお住まいのＫＮさんであり

ます。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島、地目は田、面積は４０９㎡であ

ります。 

本申請は、所有権移転売買であり、転用目的は一般住宅を建築される

ものであり、住宅面積は８４．９８㎡となっております。 

用途区分は第１種農地集団性のある農地で、１０ha以上の集団性のあ

る農地としても、隣接住宅があり集落接続施設として問題ないと思いま

した。 

申請地の所在地は、パチンコ店ダイナムより旧国鉄山野線跡の道路を

南へ約３００ｍに位置し、東側は道路、南側は譲り渡し人所有の田、西

側は住宅、北側は一般住宅建築予定地の埋め立て地となっており周囲に

あたえる影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、資金証明書、位置図、字図、

平面図、事業計画書、土地改良区の意見書、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、委任除等が提出されております。 

調査の結果この申請について２名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 
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議 長 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

１９番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号４番について、去る１月１５

日、申請人ＳＨさん立会のもと、３番委員、４番委員、私１９番委員の

３名で共同調査いたしましたので、私１９番委員が報告いたします。 

譲り受人は、伊佐市大口金波田に居所のＳＨさん、年齢は５２歳、自

治会は金波田下であります。 

譲渡人は、伊佐市大口金波田に居所のＳＲさん、年齢は５０歳、自治

会は金波田下であります。 

二人の関係は夫婦であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字仮屋の計３筆、地目は畑、地籍は合計で

１，１３３㎡であります。 

本申請は、使用賃借権設定で、転用目的は太陽光発電施設であります。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、申請人の義父でありますＴＭ氏の宅地東となりに

位置し、東は住宅、西は住宅、南は住宅、北は市道であり周囲に与える

影響はないものと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２５２枚、パネル設置総面

積は８０７．１５㎡、太陽光発電量は約５０．４ｋｗを予定しているそ

うです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、融資

証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定書、工事費負

担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提

出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１９番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１３番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号５番について、去る１月１５

日、８番委員、私１３番委員の２名で共同調査いたしましたので、私１

３番委員が報告いたします。 

譲り受人は、出水市上知識町に居所のＯＴさん、年齢は３５歳であり

ます。 

譲渡人は、伊佐市大口里に居所のＫＹさん、年齢は７９歳でありま

す。 

申請地は、伊佐市大口里字小水流、地目は畑、地積は５２６㎡他３筆

で合計１００７㎡あります。 

申請地の南側と西側は竹山、北側と東側は道路であり隣接地に影響は

与えないと思われます。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

転用目的は、転用目的は太陽光発電施設であります。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２５５枚、パネル設置総面

積は１，００７㎡を予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、融資

証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定書、工事費負

担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提

出されております。 

調査の結果この申請について２名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番について、去る１月１５

日に申請人の代理人行政書士のＴＳさんの立会いのもと、１５番委

員、私１４番委員の２人で共同調査いたしましたので、私１４番委員

が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口下殿にお住まいのＴＫさんで、年齢は３５歳、

自治会は下殿であります。 

譲渡人は、伊佐市大口金波田にお住まいのＯＮさん、年齢は７９歳、

自治会は金波田上であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は一般住宅の建設となっていま

す。 

申請地の所在地は、伊佐市大口曽木字馬場、地目は畑、地積は２４８

㎡であります。 

用途区分は第１種農地集団性のある農地で、１０ha以上の集団性のあ

る農地としても、隣接住宅があり集落接続施設として問題ないと思いま

した。 

申請地の所在地は、西太良郵便局より北へ約６００ｍの位置してお

り、南側は竹林、東側は田、北側は宅地、西側は田であり、周囲に与え

る影響は無いと思われます。 

汚水、排水処理は、合併処理浄化層を設置するとの事です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、

位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処

理確約書、土地改良区の意見書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について２名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１４番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号７番について、去る１月１５

日、申請人ＳＨさんの奥さん立会のもと、２番委員、２０番委員、私６

番委員の３名で共同調査いたしましたので、６番が報告いたします。 

譲り受人は、伊佐市菱刈下手の有限会社Ｓで土木建築業であります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈下手２にお住まいのＳＨさん、年齢は６５歳、

自治会は下手浜場であります。 

本申請の転用目的は太陽光発電施設であります。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈下手字鵜木田、地目は田、地籍は１，

３３３㎡であります。 

申請地の所在地は、ＪＡルミエール忠元より南に約８００ｍ位に位置

し、南側道路を挟んで田、東側道路を挟んで山林、西側山林、北側山林

であり周囲に与える影響はないものと思われます。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２１２枚、パネル設置総面

積は１，３３３㎡、太陽光発電量は約６３．６ｋｗを予定しているそう

です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、見積書、事業

計画書、融資証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定

書、工事費負担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、

位置図等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

６番委員の報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請７件のうち許可及び諮問７件が決

定しました。 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

１月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第１０回目の農業委員会の総会でございます。 

２６日が、１月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございます。 

２月の行事予定ですが、１３日を中心に現地調査をお願いします。 

２０日が、第１１回目の農業委員会の総会になります。 

２６日が、２月の定例常任会議員会議になります。 

以上です。 

 

その他、皆様はありませんか 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

 

これで、平成２６年度第２回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時１５分 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
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